
会社設立の手順（株式会社・発起設立） 
 

１．次の事項を決定して下さい。 
  ・商号                         
  ・本店                         
  ・目的 １．                      
      ２．                      
      ３．                      
      ４．                      
      ５．                      
  ・役員 （代表）取締役                 
          取締役                 
          取締役                 
          監査役                 
          監査役                 
          監査役                 
  ※取締役は１名のみでも可能です。監査役は置かなくてもかまいません。 
  ・資本金           円（1000万円以下でも可） 
  ・出資者 住所                     
       氏名                     
           株      円 
       住所                     
       氏名                     
           株      円 
  ・決算月       月 
 
２．出資者・役員の印鑑証明書を取得して下さい。 
  ※発起人（出資者）につき各１通、取締役につき各１通必要となります。 
   したがって、発起人兼取締役の方は、２通必要です。 
   取り急ぎ FAXをお願いいたします。  
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